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(57)【要約】
【課題】節電モードの解除時（非節電モードへの復帰時
）の操作性を低下させることなく、高い節電効果をも得
ることができる画像形成装置等を提供する。
【解決手段】節電モードの解除信号を検出する複数個の
検出手段１１０、１３、１６、１７，１８、１９のうち
、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が検出され
たときに、節電モードを解除して非節電モードに移行す
るかが予め決められた解除条件に基づいて選択され、非
節電モードから節電モードに切り替えられたときに、前
記選択された検出手段への給電が継続される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段と、
　前記検出手段のそれぞれに対して給電する給電手段と、
　非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替え手段と、
　前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が検出された
ときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを予め決められた解除条件に基
づいて選択する選択手段と、
　前記モード切換手段により、非節電モードから節電モードに切り替えられたときに、前
記選択手段により選択された検出手段への前記給電手段による給電を継続する給電制御手
段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記解除条件は、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼働時
間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件である請求項１に記載の画
像処理装置。
【請求項３】
　操作パネル部と、
　前記操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節電モードの解除信号と
して検出する操作パネル制御用の第１のＣＰＵと、
　前記操作パネル部のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を検出する第
２のＣＰＵと、
　前記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電手段と、
　前記給電手段により前記第１のＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで前記節
電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する
第１の節電モードと、前記給電手段による前記第１のＣＰＵへの給電が遮断された状態で
、前記第２のＣＰＵで節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して
非節電モードに移行する第２の節電モードのいずれかを、予め決められた解除条件に基づ
いて選択する選択手段と、
　前記選択手段で選択された第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非節電モード
との間でモードを切り替えるモード切り替え手段と、
　前記モード切換手段により非節電モードから第１の節電モードに切り替えられたときに
は、前記第１のＣＰＵへの給電を継続し、第２の節電モードに切り替えられたときには、
前記第１のＣＰＵへの給電を遮断する給電制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　前記解除条件は、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼働時
間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件である請求項３に記載の画
像処理装置。
【請求項５】
　前記実行されるジョブの種類が、ユーザの識別情報をユーザが所有する記録媒体から読
取手段により読み取って、蓄積されているジョブをプリントするプリントジョブである場
合には、前記選択手段は節電モードとして第２の節電モードを選択する請求項４に記載の
画像処理装置。
【請求項６】
　前記自装置の装置状態が「紙無し」、「紙詰まり」、「異常発生」のいずれかの場合に
は、前記選択手段は節電モードとして第１の節電モードを選択する請求項４に記載の画像
処理装置。
【請求項７】
　自装置への原稿のセットと該原稿セットに伴う節電モードの解除履歴を記憶する記憶手
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段を備え、
　前記自装置の使用履歴として、原稿セットに伴う節電モードの解除履歴が多い場合には
、前記選択手段は節電モードとして第２の節電モードを選択する請求項４に記載の画像処
理装置。
【請求項８】
　前記自装置の稼働時間帯でない場合には、前記選択手段は節電モードとして第２の節電
モードを選択する請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記自装置が指紋認証装置が付設された設定となされている場合、前記選択手段は節電
モードとして第２の節電モードを選択する請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記選択手段が節電モードを選択する際の解除条件には優先度が設定され、
　２つ以上の解除条件が重複する場合には、前記選択手段は優先度に従って第１の節電モ
ードまたは第２の節電モードを選択する請求項４～９のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記モード切り替え手段は、節電モード中に、第１の節電モードから第２の節電モード
へまたはその逆へ節電モードを切り替える請求項４～１０のいずれかに記載の画像処理装
置。
【請求項１２】
　節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段のそれぞれに対して給電する給電ス
テップと、
　非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替えステップと、
　前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が検出された
ときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを、予め決められた解除条件に
基づいて選択する選択ステップと、
　前記モード切換ステップにおいて、非節電モードから節電モードに切り替えられたとき
に、前記選択ステップにおいて選択された検出手段への前記給電ステップにおける給電を
継続する給電制御ステップと、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置の節電方法。
【請求項１３】
　操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節電モードの解除信号として
操作パネル部制御用の第１のＣＰＵにより検出するステップと、
　前記操作パネル部のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を第２のＣＰ
Ｕにより検出するステップと、
　前記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電ステップと、
　前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで
前記節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移
行する第１の節電モードと、前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵへの給電が遮断
された状態で、前記第２のＣＰＵで節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モー
ドを解除して非節電モードに移行する第２の節電モードのいずれかを、予め決められた解
除条件に基づいて選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにおいて選択された第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非
節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替えステップと、
　前記モード切換ステップにおいて非節電モードから第１の節電モードに切り替えられた
ときには、前記第１のＣＰＵへの給電を継続し、第２の節電モードに切り替えられたとき
には、前記第１のＣＰＵへの給電を遮断する給電制御ステップと、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置の節電方法。
【請求項１４】
　節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段のそれぞれに対して給電する給電ス
テップと、
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　非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替えステップと、
　前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が検出された
ときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを予め決められた解除条件に基
づいて選択する選択ステップと、
　前記モード切換ステップにおいて、非節電モードから節電モードに切り替えられたとき
に、前記選択ステップにおいて選択された検出手段への前記給電ステップにおける給電を
継続する給電制御ステップと、
　を画像処理装置のコンピュータに実行させるための節電制御プログラム。
【請求項１５】
　操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節電モードの解除信号として
操作パネル部制御用の第１のＣＰＵにより検出するステップと、
　前記操作パネル部のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を第２のＣＰ
Ｕにより検出するステップと、
　前記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電ステップと、
　前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで
前記節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移
行する第１の節電モードと、前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵへの給電が遮断
された状態で、前記第２のＣＰＵで節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モー
ドを解除して非節電モードに移行する第２の節電モードのいずれかを、予め決められた解
除条件に基づいて選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにおいて選択された第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非
節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替えステップと、
　前記モード切換ステップにおいて非節電モードから第１の節電モードに切り替えられた
ときには、前記第１のＣＰＵへの給電を継続し、第２の節電モードに切り替えられたとき
には、前記第１のＣＰＵへの給電を遮断する給電制御ステップと、
　を画像処理装置の前記第２のＣＰＵまたは前記第１及び第２のＣＰＵ以外のＣＰＵに実
行させるための節電制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複写機、プリンタ、多機能デジタル画像形成装置であるＭＦＰ（Multi Fu
nction Peripheral) 等の画像処理装置、同装置の節電方法並びに節電制御プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、節電モードを有する前述したＭＦＰ等では、節電モードから通常モードに復帰
させる場合、所定の解除条件に従って復帰動作を行う構成となされている。
【０００３】
　このような節電モードを有する画像処理装置として、操作パネル部におけるタッチパネ
ル等からなる表示部の表示を消去した節電モード状態で、操作パネル部上における全ての
キーのいずれかが押下（タッチ）されたり、キー操作以外の他の入力があったことを節電
モードの解除条件として、節電モードを解除して通常モードに復帰させる構成となされた
、いわゆる全キー復帰モードの画像処理装置が知られている。
【０００４】
　しかし、この画像処理装置では、比較的操作性が良いものの、操作パネル部上のキー入
力を検出するための操作パネル制御用ＣＰＵに対して電力供給を続行しておく必要があり
、十分な節電効果が得られないという問題がある。
【０００５】
　そこで、操作パネル部に対する電力供給を遮断して消費電力を低減しておき、電源ボタ
ンが押されたことを節電モードの解除条件として通常モードに復帰させるようにした画像
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形成装置が提案されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２５０３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記特許文献１に記載された画像形成装置では、節電効果は大きいもの
の、通常モードへ復帰させたるめの特定キーが限定されているため、全キー復帰モード（
全キーモードともいう）に比べて操作性に劣るという問題がある。
【０００８】
　例えば、パソコンから送信したジョブを画像形成装置に蓄積しておくとともに、プリン
トジョブを送信したユーザがＩＤカード等をカード読み取り装置にタッチすることにより
プリント動作を行う、タッチアンドプリントと呼ばれるジョブの場合、電源ボタンが押さ
れることがないにもかかわらず、電源ボタンが押されなければ節電モードが解除されない
ので、操作性が良くなかった。
【０００９】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、節電モードの解除時（非節電モー
ドへの復帰時）の操作性を低下させることなく、高い節電効果をも得ることができる画像
形成装置及び同装置の節電方法を提供し、さらには前記節電方法を画像処理装置のコンピ
ュータに実行させるための節電制御プログラムを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題は、以下の手段によって解決される。
（１）節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段と、前記検出手段のそれぞれに
対して給電する給電手段と、非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモー
ド切り替え手段と、前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除
信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを予め決めら
れた解除条件に基づいて決定する決定手段と、前記モード切換手段により、非節電モード
から節電モードに切り替えられたときに、前記決定手段により決定された検出手段への前
記給電手段による給電を継続する給電制御手段と、を備えたことを特徴とする画像処理装
置。
（２）前記解除条件は、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼
働時間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件である前項１に記載の
画像処理装置。
（３）操作パネル部と、前記操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節
電モードの解除信号として検出する操作パネル制御用の第１のＣＰＵと、前記操作パネル
部のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を検出する第２のＣＰＵと、前
記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電手段と、前記給電手段により前記第１の
ＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで前記節電モードの解除信号が検出された
ときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する第１の節電モードと、前記給電手
段による前記第１のＣＰＵへの給電が遮断された状態で、前記第２のＣＰＵで節電モード
の解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する第２の節
電モードのいずれを節電モードとして選択するかを、予め決められた解除条件に基づいて
決定する決定手段と、前記決定手段で決定された第１の節電モードまたは第２の節電モー
ドと、非節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替え手段と、前記モード切換
手段により非節電モードから第１の節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣ
ＰＵへの給電を継続し、第２の節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵ
への給電を遮断する給電制御手段と、を備えたことを特徴とする画像処理装置。
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（４）前記解除条件は、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼
働時間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件である前項３に記載の
画像処理装置。
（５）前記実行されるジョブの種類が、ユーザの識別情報をユーザが所有する記録媒体か
ら読取手段により読み取って、蓄積されているジョブをプリントするプリントジョブであ
る場合には、前記決定手段は節電モードとして第２の節電モードを選択する前項４に記載
の画像処理装置。
（６）前記自装置の装置状態が「紙無し」、「紙詰まり」、「異常発生」のいずれかの場
合には、前記決定手段は節電モードとして第１の節電モードを選択する前項４に記載の画
像処理装置。
（７）自装置への原稿のセットと該原稿セットに伴う節電モードの解除履歴を記憶する記
憶手段を備え、前記自装置の使用履歴として、原稿セットに伴う節電モードの解除履歴が
多い場合には、前記決定手段は節電モードとして第２の節電モードを選択する前項４に記
載の画像処理装置。
（８）前記自装置の稼働時間帯でない場合には、前記決定手段は節電モードとして第２の
節電モードを選択する前項４に記載の画像処理装置。
（９）前記自装置が指紋認証装置が付設された設定となされている場合、前記決定手段は
節電モードとして第２の節電モードを選択する前項４に記載の画像処理装置。
（１０）前記決定手段が節電モードを選択する際の解除条件には優先度が設定され、２つ
以上の解除条件が重複する場合には、前記決定手段は優先度に従って第１の節電モードま
たは第２の節電モードを選択する前項４～９のいずれかに記載の画像処理装置。
（１１）前記モード切り替え手段は、節電モード中に、第１の節電モードから第２の節電
モードへまたはその逆へ節電モードを切り替える前項４～１０のいずれかに記載の画像処
理装置。
（１２）節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段のそれぞれに対して給電する
給電ステップと、非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替え
ステップと、前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が
検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを予め決められた解
除条件に基づいて決定する決定ステップと、前記モード切換ステップにおいて、非節電モ
ードから節電モードに切り替えられたときに、前記決定ステップにおいて決定された検出
手段への前記給電ステップにおける給電を継続する給電制御ステップと、を備えたことを
特徴とする画像処理装置の節電方法。
（１３）操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節電モードの解除信号
として操作パネル部制御用の第１のＣＰＵにより検出するステップと、前記操作パネル部
のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を第２のＣＰＵにより検出するス
テップと、前記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電ステップと、前記給電ステ
ップにおいて前記第１のＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで前記節電モード
の解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する第１の節
電モードと、前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵへの給電が遮断された状態で、
前記第２のＣＰＵで節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非
節電モードに移行する第２の節電モードのいずれを節電モードとして選択するかを、予め
決められた解除条件に基づいて決定する決定ステップと、前記決定ステップにおいて決定
された第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非節電モードとの間でモードを切り
替えるモード切り替えステップと、前記モード切換ステップにおいて非節電モードから第
１の節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵへの給電を継続し、第２の
節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵへの給電を遮断する給電制御ス
テップと、を備えたことを特徴とする画像処理装置の節電方法。
（１４）節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段のそれぞれに対して給電する
給電ステップと、非節電モードと節電モードとの間でモードを切り替えるモード切り替え
ステップと、前記複数個の検出手段のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が
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検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行するかを予め決められた解
除条件に基づいて決定する決定ステップと、前記モード切換ステップにおいて、非節電モ
ードから節電モードに切り替えられたときに、前記決定ステップにおいて決定された検出
手段への前記給電ステップにおける給電を継続する給電制御ステップと、を画像処理装置
のコンピュータに実行させるための節電制御プログラム。
（１５）操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作を節電モードの解除信号
として操作パネル部制御用の第１のＣＰＵにより検出するステップと、前記操作パネル部
のキー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を第２のＣＰＵにより検出するス
テップと、前記第１のＣＰＵ及び第２のＣＰＵへ給電する給電ステップと、前記給電ステ
ップにおいて前記第１のＣＰＵに給電された状態で、前記第１のＣＰＵで前記節電モード
の解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する第１の節
電モードと、前記給電ステップにおいて前記第１のＣＰＵへの給電が遮断された状態で、
前記第２のＣＰＵで節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非
節電モードに移行する第２の節電モードのいずれを節電モードとして選択するかを、予め
決められた解除条件に基づいて決定する決定ステップと、前記決定ステップにおいて決定
された第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非節電モードとの間でモードを切り
替えるモード切り替えステップと、前記モード切換ステップにおいて非節電モードから第
１の節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵへの給電を継続し、第２の
節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵへの給電を遮断する給電制御ス
テップと、を画像処理装置の前記第２のＣＰＵまたは前記第１及び第２のＣＰＵ以外のＣ
ＰＵに実行させるための節電制御プログラム。
【発明の効果】
【００１１】
　前項（１）に記載の発明によれば、節電モードの解除信号を検出する複数個の検出手段
のうち、いずれの検出手段で節電モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解
除して非節電モードに移行するかが、予め決められた解除条件に基づいて選択され、非節
電モードから節電モードに切り替えられたときに、前記選択された検出手段への給電が継
続される。従って、効率的な節電効果が得られるとともに、解除条件の異なる複数の節電
モードのうち節電モード解除に関して最も操作性の良い節電モードが選択されることにな
り、効率的な節電効果を得ながら、解除信号が１つの検知手段に常時固定されている場合
等に比して、節電モードの解除時の操作性を改善できる。
【００１２】
　前項（２）に記載の発明によれば、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の
操作履歴、稼働時間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件に基づい
て、節電モードが選択される。
【００１３】
　前項（３）に記載の発明によれば、操作パネル制御用の第１のＣＰＵに給電された状態
で、操作パネル部の全てのキー操作のうちの任意のキー操作がなされることによる解除信
号が前記第１のＣＰＵで検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行す
る第１の節電モードと、前記第１のＣＰＵへの給電が遮断された状態で、操作パネル部の
キー操作による解除信号以外の節電モードの解除信号を検出する第２のＣＰＵで前記節電
モードの解除信号が検出されたときに、節電モードを解除して非節電モードに移行する第
２の節電モードのいずれかが、予め決められた解除条件に基づいて選択され、選択された
第１の節電モードまたは第２の節電モードと、非節電モードとの間でモードが切り替えら
れる。そして、第２の節電モードに切り替えられたときには、前記第１のＣＰＵへの給電
が遮断される。従って、節電モードの解除時の操作性を改善しながら、最適な解除条件に
基づいた有効な節電モードの選択・移行を制御することが可能となる。
【００１４】
　前項（４）に記載の発明によれば、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の
操作履歴、稼働時間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに基づいて、第１の節
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電モードまたは第２の節電モードが選択される。
【００１５】
　前項（５）に記載の発明によれば、実行されるジョブの種類が、ユーザの識別情報をユ
ーザが所有する記録媒体から読取手段により読み取って、蓄積されているジョブをプリン
トするプリントジョブである場合には、節電モードとして第２の節電モードが選択される
。
【００１６】
　前項（６）に記載の発明によれば、前記装置状態が「紙無し」、「紙詰まり」、「異常
発生」のいずれか場合には、第１の節電モードが選択され、操作パネル部の全てのキー操
作のうちの任意のキー操作がなされたときに、節電モードが解除される。
【００１７】
　前項（７）に記載の発明によれば、自装置の使用履歴として、原稿セットに伴う節電モ
ードの解除履歴が多い場合には、第２の節電モードが選択される。
【００１８】
　前項（８）に記載の発明によれば、自装置の稼働時間帯でない場合には第２の節電モー
ドが選択される。
【００１９】
　前項（９）に記載の発明によれば、自装置が指紋認証装置が付設された設定となされて
いる場合は第２の節電モードが選択される。
【００２０】
　前項（１０）に記載の発明によれば、２つ以上の解除条件が重複する場合には優先度に
従って第１の節電モードまたは第２の節電モードが選択される。
【００２１】
　前項（１１）に記載の発明によれば、節電モード中でも他の節電モードへの切り換えが
可能となる。
【００２２】
　前項（１２）に記載の発明によれば、効率的な節電効果が得られるとともに、解除条件
の異なる複数の節電モードのうち節電モード解除に関して最も操作性の良い節電モードが
選択されることになり、効率的な節電効果を得ながら、解除信号が１つの検知手段に常時
固定されている場合等に比して、節電モードからの解除時の操作性を改善できる。
【００２３】
　前項（１３）に記載の発明によれば、最適な解除条件に基づいた有効な節電モードの選
択・移行を制御することが可能となる。
【００２４】
　前項（１４）に記載の発明によれば、解除信号が１つの検知手段に常時固定されている
場合等に比して、節電モードからの解除時の操作性を改善できる処理を、コンピュータに
実行させることができる。
【００２５】
　前項（１５）に記載の発明によれば、最適な解除条件に基づいた有効な節電モードの選
択・移行の制御を、画像処理装置のＣＰＵに実行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像処理装置としてのＭＦＰを示す概略断面図であ
る。
【図２】同じくＭＦＰの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】複数の節電モードの解除条件を示す表である。
【図４】複数の節電モードの選択処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】この発明の他の実施形態において、次ジョブがパネル操作の要らないジョブであ
る場合の説明図である。
【図６】時間帯毎の使用履歴による節電モード移行と解除のタイミング制御の説明図であ



(9) JP 2011-237492 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

る。
【図７】複数の節電モードの選択処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】節電モード中における複数の節電モードの選択処理の流れを示すフローチャート
である。
【図９】複数の節電モードの解除条件を優先度と共に示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２８】
　図１は、この発明の一実施形態に係る画像処理装置としてのＭＦＰを示す概略断面図で
ある。
【００２９】
　図１において、このＭＦＰ１は装置本体Ａの上部に、原稿台２Ａを有するスキャナ部２
が装備されている。スキャナ部２は、原稿台２Ａ上に載置された原稿の画像を読み取る走
査光学部２Ｂを備えており、読み取られた原稿画像は、イエロー（Ｙ），マゼンタ（Ｍ）
，シアン（Ｃ），ブラック（Ｋ）の画像データに分解されて図示しない画像記憶部に記憶
される。
【００３０】
　画像記憶部に記憶された画像データは、イエロー（Ｙ），マゼンタ（Ｍ），シアン（Ｃ
），ブラック（Ｋ）の順に４つの像担持体である感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋを有する
画像形成ユニット１０Ｙ，１０Ｍ，１０Ｃ，１０Ｋに送られる。そして、各画像データに
対応した４つの露光部３Ｙ，３Ｍ，３Ｃ，３Ｋの各レーザ光により、４つの像担持体であ
る感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋにおける帯電された表面（感光層）がそれぞれ露光され
る。
【００３１】
　４つの感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋの周囲には、それぞれ帯電器２Ｙ，２Ｍ，２Ｃ，
２Ｋと、現像装置４Ｙ，４Ｍ，４Ｃ，４Ｋと、転写器５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋと、クリー
ニング装置６Ｙ，６Ｍ，６Ｃ，６Ｋとが配備されている。
【００３２】
　画像形成時には、感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋの各表面（感光層）は、前記帯電器２
Ｙ，２Ｍ，２Ｃ，２Ｋで帯電され、その帯電領域に前記露光部３Ｙ，３Ｍ，３Ｃ，３Ｋの
各レーザ光の照射によって露光されて各色の画像データに応じた静電潜像が順次形成され
る。
【００３３】
　４つの感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋには、複数のローラに掛設されたエンドレスの転
写ベルト７０に転接されるようになっている。これら感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋや転
写ベルト７０等により、プリント部７が構成されている。
【００３４】
　前記感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋに形成された静電潜像は、現像装置４Ｙ，４Ｍ，４
Ｃ，４Ｋによるトナーで現像されてトナー像となり、トナー像は、前記転写ベルト７０に
転写される。なお、感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋの各残留トナーは、クリーニング装置
６Ｙ，６Ｍ，６Ｃ，６Ｋで除去される。
【００３５】
　用紙Ｐは、給紙カセット２０内からピックアップローラ２１により搬送路に引き出され
て複数の搬送ローラ２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄにより転写ローラ５Ａの位置まで搬
送されて、位置決めローラ２３で所定位置に保持される。
【００３６】
　用紙Ｐが転写位置まで搬送されると、転写ベルト７０における各色のトナー像が転写ロ
ーラ５Ａを介して順次、用紙Ｐに転写される。
【００３７】
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　各色のトナー像が転写された用紙Ｐは、定着部２４で定着されて排出ローラ２５を介し
て排紙部２６に排紙される。
【００３８】
　なお、図中、転写後の転写ベルト７０における残留トナーは、クリーナ部６Ａで除去さ
れる。
【００３９】
　図２は、同じくＭＦＰ１の電気的構成を示すブロック図である。
【００４０】
　図２おいて、このＭＦＰ１は、操作パネル部１１と、状態制御部１２と、指紋認証装置
１３と、スキャナ部２と、ＦＡＸ部１４と、ネットワーク部１５と、プリント部７と、カ
ード読取装置１６と、紙検出センサ１７と、ジャム検出センサ１８と、原稿セット検出セ
ンサ１９とを備えている。
【００４１】
　前記操作パネル部１１は、第１のＣＰＵであるパネル部制御ＣＰＵ１１０、表示部１１
０、キー部１１２、および電源キー（スイッチ）（図示せず）等を備えている。
【００４２】
　前記パネル部制御ＣＰＵ１１０は、ユーザによる操作パネル部１１の操作を受け付け、
受付内容を装置の状態制御部１２における第２のＣＰＵである状態制御ＣＰＵ１２１に通
知するものである。
【００４３】
　前記表示部１１１は、例えばタッチパネル式の液晶表示装置等からなり、ユーザによる
入力操作等が行えるようになっている。
【００４４】
　前記キー部１１２は、テンキーやスタートキー等を有している。
【００４５】
　前記状態制御部１２は、ＭＦＰ（装置ともいう）１の複数の状態を検出・制御する状態
制御ＣＰＵ１２１と、原稿セットやパネル操作等の解除要因毎の節電モードからの復帰回
数やＪｏｂ履歴（ユーザ使用履歴）を記憶するメモリ１２２と、ＭＦＰ１の稼働時間帯と
休止時間帯とを判別するための計時手段１２３と、節電モード解除のための複数の検知手
段（指紋認証装置１３等）にそれぞれ個別に通電する給電装置としての通電手段１２４・
・・とを備えている。
【００４６】
　この状態制御ＣＰＵ１２１は、ＭＦＰ１の節電モードへの移行を検出する手段として機
能する他に、節電モードに移行した場合に装置状態に応じて、最適な通電状態を決定して
通電手段１２４による通電を継続させる制御手段としても機能する。
【００４７】
　前記指紋認証装置１３は、節電モードを解除する一つの解除条件に対応する検知手段と
して機能し、ログイン時にユーザの指紋情報を読み取り、状態制御部１２における状態制
御ＣＰＵ１２１に送信するようになっている。
【００４８】
　前記スキャナ部２は、前述したように、ユーザがセットした原稿の画像を読み取るスキ
ャン機能を有しており、原稿がセットされると原稿セット検出センサ１９を介して原稿セ
ット検出信号を状態制御部１２における状態制御用ＣＰＵ１２１に送信する。また、前記
状態制御部１２における状態制御用ＣＰＵ１２１は、スタートボタン（図示せず）が押下
されると、原稿の読み取りを開始させ、読み取った画像をプリント部７に送信させるよう
になっている。
【００４９】
　前記ＦＡＸ部１４は、原稿画像データの受信を検知した際、前記状態制御部１２におけ
る状態制御ＣＰＵ１２１に通知する。この時、この状態制御ＣＰＵ１２１は、原稿画像の
受信を開始させる。



(11) JP 2011-237492 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００５０】
　前記ネットワーク部１５は、端末装置等から原稿画像データを受信すると、前記状態制
御部１２における状態制御ＣＰＵ１２１に通知する。この時、状態制御用ＣＰＵ１２１は
、受信した原稿画像データを前記状態制御部１２におけるメモリ１２２に格納させるよう
になっている。
【００５１】
　前記プリント部７は、各部から入力した画像データを印刷するものである。
【００５２】
　前記カード読取装置１６は、節電モードを解除する一つの解除条件に対応する検知手段
として、ユーザが自己の識別情報を記録したカードをタッチないし近接させたときに、こ
れを検知して前記カードの識別情報を読み取るセンサとして機能するものである。
【００５３】
　前記紙検出センサ１７は、節電モードを解除する一つの解除条件に対応する検知手段と
して、装置状態の一つである用紙なし／有りを検出するものである。
【００５４】
　前記ジャム検出センサ１８は、節電モードを解除する一つの解除条件に対応する検知手
段として、装置状態の一つである紙詰まりの有無を検出するものである。
【００５５】
　前記原稿セット検出センサ１９は、節電モードを解除する一つの解除条件に対応する検
知手段として、スキャナ部２の原稿台２Ａへ原稿がセットされたことを検出するものであ
る。
【００５６】
　このＭＦＰ１では、各部への電力供給状態が異なる複数の節電モードを有している。そ
の一つは、操作パネル部１１の表示部１１１を消して通常モード時に比べて消費電力の低
い節電モードであり、この節電モードは、通常モードに復帰させる際の解除条件がキー部
１１２における全キーのうちのいずれか任意のキーが押下された時とする全キーモードで
ある。
【００５７】
　もう一つの節電モードは、前記操作パネル部１１に電力供給を行わない節電効果のより
高いものであり、通常モードに復帰させる際の解除条件が、給電遮断状態のパネル部制御
ＣＰＵ１１０に代わって前記状態制御ＣＰＵ１２１により、特定の解除信号が検出された
時とする１キーモードである。この節電モードでは、パネル部制御ＣＰＵ１１０への給電
が遮断されているから、操作パネル部上のキーを押下しても、節電モードは解除されない
。
【００５８】
　次に、上記の特定の解除信号に限定した１キーモードを例にして説明する。
【００５９】
　一般的に、ＭＦＰ１が通常モードで稼働中に、装置操作のない状態が継続すれば、節電
モードに移行するようになっているが、この実施形態では、図３に示すように、装置状態
等により複数の節電モード及び解除条件が設定されている。
【００６０】
　図３において、例えば、タッチアンドプリントジョブがＭＦＰ１に蓄積されている場合
には、節電モード中はカード読取装置１６のみに通電して、他の検出装置には非通電とす
る設定がなされており、節電モードの解除条件として、カードをカード読取装置１６にタ
ッチすること、換言すればカードがカード読取装置１６により検知されること、が設定さ
れている。
【００６１】
　また、装置状態が用紙なしの場合は、節電モード中は紙検出センサ１７のみに通電して
、他の検出装置には非通電とする設定がなされており、節電モードの解除条件として、紙
検出センサ１７により紙有りが検出されること、が設定されている。
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【００６２】
　また、装置状態が紙づまりの場合は、節電モード中はジャム検出センサ１８のみに通電
して、他の検出装置には非通電とする設定がなされており、節電モードの解除条件として
、ジャム検出センサ１８によりジャム無しが検出されること、が設定されている。
【００６３】
　また、原稿がセットされたまま放置された状態であるときは、節電モード中は原稿セッ
ト検出センサ１９のみに通電して、他の検出装置には非通電とする設定がなされており、
節電モードの解除条件として、原稿セット検出センサ１９により再度の原稿セットが検出
されること、が設定されている。
【００６４】
　また、ＭＦＰ１が指紋認証装置１３を備えているものに構成されている場合（図３では
「装置コンフィグ」と記している）は、節電モード中は指紋認証装置１３のみに通電して
、他の検出装置には非通電とする設定がなされており、節電モードの解除条件として、ユ
ーザが指を指紋認証装置１３に添えてタッチすること、換言すれば指紋認証装置１３によ
り指がセットされたことが検出されること、が設定されている。
【００６５】
　また、ユーザの使用履歴において、原稿セットによる節電モードの解除履歴が多い場合
には、節電モード中は原稿セット検出センサ１９のみに通電して、他の検出装置には非通
電とする設定がなされており、節電モードの解除条件として、原稿セット検出センサ１９
により再度の原稿セットが検出されること、が設定されている。
【００６６】
　また、時間帯が予め設定された休止時間帯である場合は、計時手段１２３に通電してお
き、解除時刻になったときに節電モードが解除される設定となされている。
【００６７】
　装置状態が上記以外の場合は、電源スイッチ等の１つの特定のキーが操作されることに
より節電モードが解除される設定となされている。
【００６８】
　このように、実行されるジョブの種類、ＭＦＰ１の状態、操作履歴、稼働時間帯、ＭＦ
Ｐ１の設定のうちの少なくともいずれかに関する条件に基づいて、解除信号を検知する検
知手段が設定されるから、解除条件の異なる複数の節電モードのうち節電モード解除に関
して最も操作性の良い節電モードが設定されることになり、効率的な節電効果を得ながら
、解除信号が１つの検知手段に常時固定されている場合等に比して、節電モードからの解
除時の操作性を改善できる。
【００６９】
　図４は、ＭＦＰ１における節電モード選択の処理の流れを示すフローチャートである。
この処理はＭＦＰ１の状態制御ＣＰＵ１２１が図示しないＲＯＭやメモリ１２２等の記録
媒体に記録されたプログラムに従って動作することにより実行される。
【００７０】
　図４において、ステップＳ１では、ＭＦＰ１を通常モードでの稼働中において、装置操
作がない状態がユーザによって設定された一定時間続いているかの時間経過を計測し、装
置操作がない状態が一定時間続きタイムアップすれば、ステップＳ２では、解除条件の異
なる複数の異なる節電モードのうちから移行する節電モードの判断を開始し、ステップＳ
３に進む。
【００７１】
　なお、節電モードへの移行処理は、ポーリングあるいはタイマ割り込みで繰り返し呼ば
れる。
【００７２】
　ステップＳ３では、移行する節電モードを判断するために、次のジョブがタッチアンド
プリントジョブか否かを判断し、次のジョブがタッチアンドプリントジョブでなければ（
ステップＳ３でＮＯ）、ステップＳ５に進み、次のジョブがタッチアンドプリントジョブ
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であれば（ステップＳ３でＹＥＳ）、ステップＳ４では、カードをカード読取装置１６に
タッチすることを節電モードの解除条件として設定した後、ステップＳ１８に進み、節電
モードに移行する。このモードでは、カード読取装置１６と状態制御ＣＰＵ１２１等の解
除信号の検出に必要な構成要素のみが通電されて、給電状態となされている。
【００７３】
　ステップＳ５では、指紋認証装置１３が付設されているか否かを判断し、指紋認証装置
１３が付設されていなければ（ステップＳ５でＮＯ）、ステップＳ７に進み、指紋認証装
置１３が付設されていれば（ステップＳ５でＹＥＳ）、ステップＳ６では、指を指紋認証
装置１３にタッチすることを節電モードの解除条件として設定した後、ステップＳ１８に
進み、節電モードに移行する。
【００７４】
　ステップＳ７では、原稿セットを使って節電モードを解除することが多いユーザである
か否かを判断し、原稿セットを使って節電モードを解除することが多いユーザでなければ
（ステップＳ７でＮＯ）、ステップＳ９に進み、原稿セットを使って節電モードを解除す
ることが多いユーザであれば（ステップＳ７でＹＥＳ）、ステップＳ８では、原稿セット
の検出を節電モードの解除条件として設定した後、節電モードに移行する。
【００７５】
　ステップＳ９では、現在、ＭＦＰ１の稼働時間帯か否かを判断し、稼働時間帯ではなく
休止時間帯であれば（ステップＳ９でＮＯ）、ステップＳ１１に進み、稼働時間帯であれ
ば（ステップＳ９でＹＥＳ）、ステップＳ１０で、原稿セットの検出を節電モードの解除
条件に設定した後、ステップＳ１８に進み、節電モードに移行する。
【００７６】
　ステップＳ１１では、給紙トレイに紙がないか否かを判断し、給紙トレイに紙があれば
（ステップＳ１１でＮＯ）、ステップＳ１３に進み、給紙トレイに紙がなければ（ステッ
プＳ１１でＹＥＳ）、ステップＳ１２で、給紙トレイに紙をセットした後の「紙有り」の
検出を節電モードの解除条件に設定した後、ステップＳ１８に進み、節電モードに移行す
る。
【００７７】
　ステップＳ１３では、紙詰まり状態か否かを判断し、紙詰まり状態でなければ（ステッ
プＳ１３でＮＯ）、ステップＳ１５に進み、紙詰まり状態であれば（ステップＳ１３でＹ
ＥＳ）、ステップＳ１４では、ジャム処理後の「ジャム無し」の検出を節電モードの解除
条件に設定した後、ステップＳ１８に進み、節電モードに移行する。
【００７８】
　ステップＳ１５では、原稿セットのまま放置状態であるか否かを判断し、原稿セットの
まま放置状態でなければ（ステップＳ１５でＮＯ）、ステップＳ１７に進み、原稿セット
のまま放置状態であれば（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ステップＳ１６では、原稿セット
の検出を節電モードの解除条件に設定した後、ステップＳ１８に進み、節電モードに移行
する。
【００７９】
　ステップＳ１７では、上記した条件以外では、所定の１キー操作検出を解除条件に設定
した後、ステップＳ１８に進み、節電モード（１キーモード）に移行する。
【００８０】
　なお、節電モード中においても上記の制御・処理を行ってもよい。
【００８１】
　つぎに、この発明の他の実施形態について説明する。
【００８２】
　この実施形態において、ＭＦＰ１は、前述した１キーモードの節電モード（第２の節電
モード）に加えて全キーモードの節電モード（第１の節電モード）を有している。
【００８３】
　全キーモードの節電モードでは、節電モードの解除条件となるキー操作の検出を操作パ
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ネル部制御ＣＰＵ１１０が行い、そのために節電モード中も操作パネル部制御ＣＰＵ１１
０に電力供給を行う。
【００８４】
　他方、１キーモードの節電モードでは、節電モードの解除信号の検出を状態制御ＣＰＵ
１２１が指紋認証装置１３、カード読取装置１６等の各検出装置を介して行い、そのため
に節電モード中は操作パネル部制御ＣＰＵ１１０への電力供給が不要となり、節電効果が
大きい。
【００８５】
　全キーモード、１キーモードいずれの節電モードに移行するか、換言すれば節電モード
の解除条件の設定は、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼働
時間帯、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに基づいて決定される。
【００８６】
　例えば、ＭＦＰ１の節電モードから通常モードに復帰する契機となるのは、次の発生事
態を検知したとき等である。
（１）原稿画像を読み取るためにスキャナ部２の原稿台２A上に原稿をセット。
（２）操作パネル部１１におけるキー部１１１のキー押下、または副電源キーのＯＮ・Ｏ
ＦＦ。
（３）ユーザ端末（ＰＣ）からの画像データのプリント。
（４）ＦＡＸ通信。
【００８７】
   ＭＦＰ１がネットワークを経由してユーザＰＣからのジョブを受信すると、そのジョ
ブは、図５に示すように、前記メモリ１２２に保存して蓄積される。
【００８８】
　このジョブがタッチアンドプリントジョブの場合、ユーザがカードをカード読取装置１
６にタッチすることにより認証が行われ、このタッチ操作が節電モード解除の契機となる
ので、パネル操作が生じることがない。このように、次のジョブが パネル操作の生じな
いジョブである時、ＭＦＰ１は、１キーモードを選択する。
【００８９】
　装置状態が「紙なし」、「紙詰まり」、「異常発生」である場合には、早急な処置が望
まれるので、ユーザ操作による復帰作業およびパネル操作が必要であり、全キーモードを
選択する。
【００９０】
　また、ＭＦＰ１が指紋認証装置１３装置を備えているものに構成されている場合は、節
電モード中は指紋認証装置１３のみに通電して、他の検出装置には非通電とする１キーモ
ードの設定がなされており、節電モードの解除条件として、ユーザが指を指紋認証装置１
３に添えてタッチすること、換言すれば指紋認証装置１３により指がセットされたことが
検出されること、が設定されている。
【００９１】
　また、ユーザの時間帯毎の使用履歴による節電モードの制御を図６（Ａ）～（Ｄ）を参
照して説明する。
【００９２】
   図６（Ａ）は、朝７時から翌朝までの２４時間を、就業中、昼休み、残業等で区分け
した例を示し、図６（Ｂ）は、前記（１）スキャナに原稿セット、（２）パネル操作、（
３）ＰＣプリント、（４）ＦＡＸ送信について、それぞれの時間帯毎の量（回数）を示し
てある。
【００９３】
　また、図６（Ｃ）は、時間帯毎のジョブ数であり、さらに、図（Ｄ）は、時間帯毎の節
電モードの選択状態を示している。
【００９４】
　これらにより、ＭＦＰ１の節電モードからの復帰の度に発生時刻と復帰要因（節電モー
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ド解除要因）を記憶し、履歴管理を行う。
【００９５】
　この履歴からは、多く使われた復帰要因からあまり使われていない復帰要因まで、ユー
ザの使い方を把握することができ、さらに、時間毎の復帰状況についても把握することが
できる。図６（Ｂ）のデータから、ユーザの使用履歴は、前記（１）の原稿セットによる
復帰がほとんどであり、この場合は、１キーモードを選択する。
【００９６】
　以上の情報から、時間帯を図６(Ｃ）のように１０分間隔で区切った場合、最大ジョブ
数に対し、その半分以上のジョブが発生する時間帯をＭＦＰ１の稼働時間帯とし、残りを
休止時間帯とする。
〈稼働時間帯〉
　節電モードからの回数の多い復帰要因の順は、（１）スキャナに原稿セット、（３）Ｐ
Ｃプリント、（４）ＦＡＸ受信、（２）パネル操作となる。
【００９７】
　この状態では、ユーザが従来のような全キーモードを選択していた場合であっても、復
帰要因の（１）原稿セットと（２）パネル操作との比較の結果、（２）原稿セットからの
復帰が多ければ、ＦＭＰ１側の制御によって、パネル操作による復帰が一定時間発生しな
ければ、より節電効果の高い１キーモードを選択する。
〈休止時間帯〉
　この時間帯では、ユーザが従来のような全キーモードを選択していた場合であっても、
ＭＦＰ１側の制御によって、より節電効果の高い１キーモードに切り換える。
【００９８】
　このように、実行されるジョブの種類、自装置の状態、自装置の操作履歴、稼働時間帯
、自装置の設定のうちの少なくともいずれかに基づいて、復帰のための解除条件や通電状
態の異なる節電モード（全キーモードまたは１キーモード）を選択するようにしたので、
ユーザの操作性を低下させることなく、有効な節電効果を得ることができる。
【００９９】
　図７は、上記実施形態における節電モード選択の処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【０１００】
　図７において、ステップＳ２１では、ＭＦＰ１を通常モードでの稼働中において、装置
操作がない状態がユーザによって設定された一定時間続いているかについて時間経過を計
測し、装置操作がない状態が一定時間続きタイムアップすれば、ステップＳ２２では、複
数の異なる節電モードのうちから移行する節電モードの判断を開始し、ステップＳ２３に
進む。
【０１０１】
　ステップＳ２３では、移行する節電モードを判断するために、次のジョブがタッチアン
ドプリントジョブか否かを判断し、次のジョブがタッチアンドプリントジョブでなければ
（ステップＳ２３でＮＯ）、ステップＳ２４に進み、次のジョブがタッチアンド プリン
トジョブであれば（ステップＳ２３でＹＥＳ）、ステップＳ２９で１キーモードを選択し
たのちステップＳ２８に進み、節電モードに移行する。
【０１０２】
　ステップＳ２４では、指紋認証装置１３が付設されているか否かを判断し、指紋認証装
置１３が付設されていなければ（ステップＳ２４でＮＯ）、ステップＳ２５に進み、指紋
認証装置１３が付設されていれば（ステップＳ２４でＹＥＳ）、ステップＳ２９で１キー
モードを選択したのちステップＳ２８に進み、節電モードに移行する。
【０１０３】
　ステップＳ２５では、原稿セットにより節電モードを解除することが多いユーザである
か否かを判断し、原稿セットにより節電モードを解除することが多いユーザでなければ（
ステップＳ２５でＮＯ）、ステップＳ２６に進み、原稿セットにより節電モードを解除す
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ることが多いユーザであれば（ステップＳ２５でＹＥＳ）、ステップＳ２９で１キーモー
ドを選択したのちステップＳ２８に進み、節電モードに移行する。
【０１０４】
　ステップＳ２６では、現在、ＭＦＰ１の稼働時間帯か否かを判断し、ＭＦＰ１の稼働時
間帯でなく休止時間帯であれば（ステップＳ２６でＮＯ）、ステップＳ２７では、全キー
モードを選択し、ステップＳ２８で節電モードに移行する。ＭＦＰ１の稼働時間帯であれ
ば（ステップＳ２６でＹＥＳ）、ステップＳ２９で１キーモードを選択したのちステップ
Ｓ２８に進み、節電モードに移行する。
【０１０５】
　図８は、節電モード中のモード切り換え処理の流れを示すフローチャートである。
【０１０６】
　ステップＳ３１の節電モード中において、ステップＳ３２で節電モードの切り換え判断
を開始する。
【０１０７】
　ステップＳ３３では、移行する節電モードを判断するために、次のジョブがタッチアン
ドプリントジョブか否かを判断し、次のジョブがタッチアンドプリントジョブでなければ
（ステップＳ３３でＮＯ）、ステップＳ３４に進み、次のジョブがタッチアンドプリント
ジョブであれば（ステップＳ３３でＹＥＳ）、ステップＳ３９で１キーモードを選択した
のち、ステップＳ３８に進み、節電モードに移行する。
【０１０８】
　ステップＳ３４では、指紋認証装置１３が付設されているか否かを判断し、指紋認証装
置１３が付設されていなければ（ステップＳ２４でＮＯ）、ステップＳ３５に進み、指紋
認証装置１３が付設されていれば（ステップＳ３４でＹＥＳ）、ステップＳ３９で１キー
モードを選択したのちステップＳ３８に進み、節電モードに移行する。
【０１０９】
　ステップＳ３５では、原稿セットにより節電モードを解除することが多いユーザである
か否かを判断し、原稿セットにより節電モードを解除することが多いユーザでなければ（
ステップＳ３５でＮＯ）、ステップＳ３６に進み、原稿セットにより節電モードを解除す
ることが多いユーザであれば（ステップＳ３５でＹＥＳ）、ステップＳ３９で１キーモー
ドを選択したのちステップＳ３８に進み、節電モードに移行する。
【０１１０】
　ステップＳ３６では、現在、ＭＦＰ１の稼働時間帯か否かを判断し、ＭＦＰ１の稼働時
間帯でなく休止時間帯であれば（ステップＳ３６でＮＯ）、ステップＳ３７で全キーモー
ドを選択し、ステップＳ３８で節電モードに移行する。ＭＦＰ１の稼働時間帯であれば（
ステップＳ３６でＹＥＳ）、ステップＳ３９で１キーモードを選択したのちステップＳ３
８に進み、節電モードに移行する。
【０１１１】
　次に、この発明の他の実施形態を説明する。この実施形態では、節電モードの解除条件
に優先度を設けておき、この優先度に従って、節電モードを選択するものである。
【０１１２】
　図９は解除条件の優先度を示す表である。
【０１１３】
　図９において、複数ある節電モードに対し、どの節電モードに移行するかを複数の解除
条件に応じて選択するが、解除条件が重なった場合に対応するため、節電モード選択にお
いて、優先度を設定し、優先度の高い解除条件側の節電モードを選択する。
【０１１４】
　 例えば、時間帯が稼働時間帯であっても、タッチアンドプリントジョブを受信した場
合は、１キーモードを選択するが、タッチアンドプリントジョブをプリントした後、稼働
時間帯であれば、全キーモードを選択する。
【０１１５】
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　また、稼働時間帯において、全キーモードの節電状態である時、休止時間帯になると、
節電モードを１キーモードに切り換える。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　　　画像形成装置（ＭＦＰ）
　１１　　操作パネル部
　１３　　指紋認証装置
　１６　　カード読取装置
　１７　　紙検出センサ
　１８　　ジャム検出センサ
　１９　　原稿セット検出センサ
　１１０　パネル部制御ＣＰＵ
　１２１　状態制御ＣＰＵ
　１２２　メモリ
　１２４　通電部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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